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介護職員等特定処遇改善加算に伴う給与改善方法について 

 

１．対象者の選定 

①経験・技能のある介護職員 

 １０年以上の介護経験者（他施設での経験を含む）で、介護福祉士の資格を 

 有する職員であること 

②その他の介護職員 

 上記①以外の介護職員 

③介護職員以外の職員 

 介護職員以外の職員で、年収４４０万円未満であること。 

 

２．給与改善額 

①正規職員には特定処遇改善手当として毎月の給与で改善する 

対  象  者 給与改善額（月額） 

①経験・技能のある介護職員 １８，０００円 

②その他の介護職員    ８，０００円 

③介護職員以外の職員    ４，０００円 

②非常勤職員には特定処遇改善手当として下記の金額を時給に加算して改善す  

 る 

対  象  者 給与改善額（時給） 

①経験・技能のある介護職員 １０５円 

②その他の介護職員       ４７円 

③介護職員以外の職員       ２４円 

 

３．給与改善の期間 

 令和５年４月から令和６年３月まで 

 

以上 




